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共同決定の政策理念

経済民主主義論と共同決定論

臼　井　英　之

はじめに

　戦後西ドイツで展開されてきた共同決定M曲estimmung制は，それが提起

する問題の広さから，さまざまな議論・研究の対象としてとりあつかわれてき

た分野である。その一例として，共同決定の実態調査研究があげられる。1950
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
年代から60年代にかけてさかんになされた個別企業中心の調査研究は，企業論

的・経営社会論的見地からの研究として一世を風廃した観があったし，この種

の調査研究は共同決定の法体系が整備されてゆく段階で依然として続けられて
　（2）

きた。こうした観点からの諸成果に対し，共同決定を推進するような思考なり

理念なりからの接近は，共同決定研究の分野においていくぶんか遅れをとって

いたといわねばならない。なるほど，1960年代半ばに出版されたクリストマ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
ン＝クンツェの浩翰な共同決定論争＝思想研究書は，各思想潮流が抱く共同決

定観を，その思想自身の世界観にまでさかのぼって確定しようとしたものであ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
り，こうした視角はのちになっても受け入れられてはいる。しかし，このよう

な視角からの接近は，その収めるべき視野の広大無辺ともいえる性格から，か

えって共同決定理念の焦点をぼかしてしまうことにもなりかねないであろう。

そこでは，共同決定に対する賛否の根拠，さらには共同決定の説明原理といっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
たものが，各思想の保持する「基盤と観点」からとりあげられるだけで終って

しまう。かかる方法では一クリストマン＝クンツェが検討の対象とした時期

がせいぜい1950年代後半までで，大部分はユ950年代前半期までに限られている

という制約があったにせよ一一共同決定制度化への諸段階の中で，共同決定実

現へと衝き動かしてきた理念がいったいいかなるものであったのか，という点
　　　　　　　　　　　　　（6）
を明確に捉えきれないのである。

　そこで以下では，考察の方法と対象をつぎのように絞って議論をすすめてゆ
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くことにしたい。まず第1に，共同決定をひとつの政策として捉え，それを最

も推進しようとしてきた担い手を限定すること，そしてその政策的含意を，担

い手が共同決定に対して賦与してきた理念から抽出すること。第2に，共同決

定が現実的制度の問題である以上，制度をめぐる現実的展開と理念との闇の関

係を見極めること，である。本稿では，第1の点に対応するものとして，主に

労働組合の共同決定論をとりあげる。その理由については行論の中で明らかに

されるはずである。ただし，変節するに至ったものの，当初積極的に共同決

定を推進した他の思考もとりあげる。第2の点に対応させてとりあげるのは，

占領期からいわゆるモンタン共同決定法が成立する（1951年）までの現実的状

況である。

　以上で本稿の課題は明らかになったであろう。すなわち，戦後初期におい

て，労働組合を担い手の中心とする共同決定の政策理念が現実との関連の中で

いかに位置づけられねばならないかを検討すること，これである。

（註）

ωThloHrklr　u－a一，Arblitlr－Managlmgnt－Mitbllti㎜ung－
　Stuttgart1955．Otto　Neu1ouh，Die　deutsche　Betriebsverfassung，丁廿bin－

　gen1956．Heinrich　Popitz　u．a．，Das・GeseI1schafts1〕i且d　des　Arbeiters，

Tubingln1911．Fritz　Voigt，Die　Milbesせ㎜ungder　Arbeitnehmerin

　den　Unternhmunge早．Eine　Ana1yse　der　Einwirkungen　de平Mitbestim－

　mung　in　der　Bundesrepub1ik　Deutsch1and　auf　die　Unternehmungs－

　f舳rung，in：Wa1ther　Wedd蜘n（Hrsg．），Zur　Theorie　und　Praxis　der

Mitbesti㎜ung，1．Bd、，Ber1in1962．usw．

12川itbesti㎜ungsko㎞ssion．Mitbesti㎜ung　im　Unlernehmen，

　Stuttgart－Ber1in－Kδ1rMainz1970．Institut　fur　Marxistische　Studien

und　Forschung（1MSF）（Hrsg．），Mitbesti㎜ung　a1s　Kampfaufgabe，

　Frankfurt　am　Main1972．Dorothea　Brinkmann－Herz，Entscheidung昌一

　prozesse　in　den　Aufsichtsr査ten　der　Montanindustio，Ber1in1972．usw，

13〕A1frld　Chri1tmamu・Otto　Km11，Wirtllha冊1hl　Mitbllti㎜ung
　im　Meinmgsstreit，2Bde．．Kδln1964．

14〕Bernhard　Muszynski，Wirtscha舳。he　Mitbesti㎜mg　zwischen

　Konf1ikトund　Harmoniekonzeption，Meisenheim　am　G1an1975．

15〕A．Christmann　u．O，Kunze，1．Bd．．a．a．O．，S．19，3a

16〕久保敬治氏のr共同決定権思想の貧困」とかr西独共同決定権のideo1o－

　gisch♀Rjchtungは容易に把握できない」とかいった見解に上目しておきたい。

　久保敬治r西ドイツにおける労使協議制」労働省労政局労働法規課編r諸外国の労
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使協議制と経営参加』1975年，所収，176－179ぺ一ジ，同「西独共同決定制の

その後と展望」r日本労働協会雑誌」1976年1月号。

I．経済民主主義論と共同決定論一ヴァイマル期を中心に一

　戦後一貫して共同決定　　とりわけ企業の監査役会Aufs1chtsratへの被用者

の同権参加　　を主張してきたトイツ労働総同盟Deutscher　Gewerkschafts－

bund（D　G　B）がたち返る原点は，ヴァイマル期半ばからドイツ労働縄合総同

盟A11gemeinerDeutscherGewerkschafもsb㎜d（ADGB）が唱導するに至っ

た経済民主主義Wirtschaftsdemokra七ie論である。1928年，A　DG　Bの委託を

受けたナフタリの手によって編纂され，その体系が提示された『経済民主主義
　　　　　　　　　　　　　（1）
　　その本質・方途・目標　　』がユ966年に再出版されるにあたり，その緒言

で当時のD　G　B委員長ローゼンベルクが，共同決定の先駆を経済民主主義論の
　　　　　　　　（2）
申にみいだしているのは示唆的であるし，また最近に至っても，「綱領の面か

ら見れば，共同決定の構想はヴァイマル期においてはじめて，労働組合のあら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
ゆる思考と結びついて練りあげられてきた」というD　G　B自身の評価もこのこ

とを裏づけている。

　しかし問題は，ここに例示したような，共同決定から経済民主主義論をたぐ

り寄せるという視点である。もとよりかかる遡源的視点においては，経済民主

主義の論理体系の中に位置する共同決定と，戦後の，とくに現代の状況の中に

位置する共同決定とが，単線的・直線的に連結されてしまう。いまここで，こ

ういった視点をr共同決定の連続的視点」とよんでおこう。とすれば，着目さ

れるべき点は，「共同決定の連続的視点」がとれ位まで共同決定政策理念に適

用されうるか，ということになってくる。したがって，まずはじめに，共同決

定が経済民主主義論の文脈の中でどのような位置をしめ，どのような意味が賦

与されていたか，が再確認されねばならないであろう。

　すでに別稿で指摘したとおり，経済民主主義論はイデオロギー的に社会主義

を標榜しづつ，その論理の核心は，資本主義的市場経済メカニズムの規制；改

変にあった。そこでは，労働組合をその担い手に据え，市場メカニズムの外部

に組合みずからを置いた場合はその独自的経済活動による市場蚕食論が，また

市場メカニズムの内部に組合みずからを置いた場合は国家という政治的要素を
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
介しての市場規制論が，展開されていた。ただし，このような論理を成り立たせ



68 一橋研究　第11巻第3号

る背景となる実態がそれぞれあったにせよ，経済民主主義論をより根底から規

定していたものは，労働組合と使用者＝企業家団体との問で顕在化してきた対
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
抗的関係，および両者間の関係への国家介人の積極化，といった三者の緊張

をはらんだ体制的状況であったといいうる。経済民主主義論は，かかる状況下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
に置かれた労働組合の政策指針の提示にほかならなかっれ

　したがって，当時，経済民主主義論の中で語られえた共同決定とは，このよ

うな緊張的状況がぶつかり合う場への，たとえば，全国経済協議会Reichs－

wirtschaf七srat・経済的自治団体wirtschafthcher　Se1bs七verwa1tμngskorper・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
各省庁の審議会といった機関への労働者・労働組合員の参加であった。つまり，

労働組合・使用者＝企業家団体・国家・という集団体制的枠組みと，それらが

機能する資本主義的市場という場との結節点においてはじめて，共同決定は存

在意義をもちえたのである。

（註）

は〕Fritz　Naphta1i，Wirtschaftsdemokratie．Ihr　Wesen，Weg　und　Zie1，

　Ber1in　1928．（山田高全訳r経済民主主義一本質・方途・目標一』1983年。）

12〕Ludwig　Rosenberg，Vorwor七，in＝F－Naphta1i，Wirtschaf七sdemo－

　kratie．1hr　Wesen，Weg　und　Zie王，Frankfurt　am　Main1966．

13〕GerhardLeminsky吐Bernd　Otto，Po1i丘kund　Progra㎜atikdes
　Deutschen　Gewerkschaftsbundes，2．vδnige此erarbeitete　Auf1．，

　Kb1n1984，S．167，

141以上の点については，拙稿「経済民主主義論の構造と論理」津田眞激・山田高

　生編『社会政策の思想と歴史一大陽寺順一教授還暦記念論文集一』1985年，

　所収，参照。

15〕国家の積極的介入の最たるものは，1923年のr仲裁令Verordmng　uber　das

　Sch1ichtungswes㎝」にもとづく「拘束宣言VerbindIichkeitserk1昼rung」に

　よる強制裁定である（Vg1．，Ludwig　Pre11or，Sozia1po1itik　in　der　Wei－

　marer　Repub1ik，（1949），Dusse1dorf1978，S．310－324久保敬治『ドイ

　ッ労働法の展開過程』1960年，134－137ぺ一ジ，参照）。

16〕以上の点については，拙稿「『経済民主主義』論の形成と自由労働組合＝A　D

　GB」r一橋論叢」第91巻第5号，ユ984年，参照。

17〕Vg1、、F　Naphtah，2．Kap．

皿．経済民主主義論の再生と共同決定論

第2次大戦の敗北により各占領軍の統治下におかれたドイツでは，占領地域
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ごとで労働組合の結成が認められた。各労働組合は占領地域を超えた横断的・

全国的な組織を指向しづつ，それぞれに独自の歩みをしていたが，1946年11月

の第ユ同地域間労働組合会議以後48年9月まで，計9回にわたってこの会議が
　　　　　　（正）
開催された事実からもわかるように，49年のDG　B統一以前においても，各地

域労働組合の患者は　　ソ連軍占領下の自由トイツ労働組合Fre1e　Deutsche

Gθwerkschaftsbundを除けは　　それほど懸隔がなかったと考えてよい。この

ころ，労働組合が希求していたのは，イギリス占領軍政府によるコンツェルン

解体政策Entf1ech七ungspo1itik（後述）を背景とした「根本的な新秩序Neuord－

nu㎎」であった。当時，イギリス占領軍地域労働組合委員長ボェックラー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
Hans　Bbck1erが同労働組合大会で発した，r資本主義は死に瀕している」との

言葉に象徴される空気は，従来の社会的・経済的構造を変革しようという労働

組合の志向に裏打ちされていたものであったといえる。さらに，当時の労働組

合を覆っていたそうした雰囲気は，ヴァイマル期に労働組合が抱いていた経済

民主主義理念の継続的思考の表出として把握されなければならない。たとえば

1946年12月，ハノーファーでの第2回地域間労働組合会議の決議において，「労働

組合の同権的協働による計画と管理die　P1a㎜u㎎und　Lenkung　der　parit封一

tischen　Mitarbeit　der　Gewerkschaften」とか，「需要充足経済の再建」とか
　　　　　　　（3）
が要請されていたし，また翌47年の第4回同会議でも同じ内容の要求が出され
　　（4）

ていた。これらの要請は，資本主義的市場の規制・管理から，さらに経済体制

の転換をも展望していた点で，まさに経済民主主義的発想だったのである。

　こうした，いわば経済民主主義論の戦後的再生の申で，共同決定もまた，そ

の位置を政策的に確定させた。すなわち「再生」経済民主主義は，

　①国家による市場管理（＝計画経済）

　②共同決定

　　　a）超経営的共同決定

　　　b）経営内共同決定

　③原材料産業・巨大産業の公有化への移行
　　　　　　　　　　　　　　（5）
の3点を基軸にしていたのであり，そこでの共同決定は，①・③と不可分のも

のとして要請されていたのであった。いま，③の所有形態論をも，独占的資本

主義市場のメカニズム転換による経済の計画化という，かつての社会化Sozia－

1isierung的な視点に入れて捉えることが許されるとしたら，ユ949年10月のDG
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
B創設大会における初代DG　B委員長ポェックラーのつぎのような一節は，共

同決定と①・③との連関を如実に物語っているといえる。「経済における被用

者共同法牢にとってのより重大な前提として，計画性があります。したがって

労働組合は一・・……計画され，管理された経済gep1ante　und　ge1enk七e　Wirt－

schaf七の要請を主張して譲らないのであります。実際に存在するか，あるいは

ただ存在する可能性があるにすぎないのか，という問題をぬきにして，往々に

して社会的と称される自由な市場経済では，被用者の共同決定を許すような余

地はないのであります」。共同決定は計画的経済においてのみ実効的なものと

なりうる，とのこうした主張の綱領表現が，ミュンヘン基本綱領中のr経済政
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
策の基本Wirtschaftspo1itische　Grunds批ze　des　DGB」にほかならなかっ

た。

　戦後，1950年代初期にかけての共同決定政策論は，まさしくヴァイマルの理

念的遺産の上に築きあげられていたのである。

（註）

は〕花見忘r労働組合の政治的役割　／イツにおける経験一11915年、211
　－298ぺ一ジ。

12〕Zit．naohHorst　Thum，Mitbesti㎜mg　in　derMontanindustrio．

　Der　Mythos　vom　Sieg　der　Gewerkschaften，Stuttgart　1982，

　S．18．

13〕Das　Mitbest㎞mmgsrecht　der　Gewerksckaften　und　Betriebsr直te

　in　der　Wirtschaft1EntschheBung－der　deutsoh㎝Gewerkschaften　am

　18．und19．Dezember1946in　Hannover，in：Jurgen　Peters（Hrsg），

Montanmitbesti㎜ung．DokumenteihrerEntst曲ung，Kδ1n1111，S．
　77－78．

14〕Entsch1ieBung　zur　Neugesta1セmg　der　Wirtschaft．4・In晦zonenko阯

　ferenz　der　deutschen　Gewerkschaften　vom6．bis8．Mai　1947　in

G鉦misch－Partenkirchen，in：ebenda，S，93－94．

15〕Vg1．H．Thum，a．a．O．，S．20u2ユー1968，S・584L588・Herrschaftssystem

－6〕Zit1nach　Konrad　Sto11reither，Mitbestimmung．Ideologie　oder　Part－

　nerschaft？M伽。hen1975，S．70．
17〕A1bert　Behrend　u．a．（Hrsg，），Die　westdeutschen　Gewerkschaf北en

　und　das　StaatsmonopoIische　Herrschaftssystem1945－1966，Ber1in

　1968，　S．584－588．
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皿．カトリック社会理論の経済政策転換と新自由主義

　敗戦後，共同決定を推進する理念的担い手は労働組合に限られていたわけで

はない。とりわけカトリック陣営は，敗戦直後において経済民主主義論的視点

とは別の観点に立って，共同決定推進の主要な潮流の一派を形成していた。そ

の集約点がユ947年のC　DU（Chris七1ich－Demokratische　Union）のアーレン

綱領である。綱領は，ナチス期に入ってから基幹産業が，「独占的性格」を帯

び，「不透明で，コントロールできなく」なった点，および被用者が「力のない」

状態になった点，を指摘し（第I項），以下の3点を前面に押し出していた。

　①独占的企業の解体　　r私的資本主義の無制限な支配の時代は過ぎ去った

　　　という点からドイツ経済は出発しなければならない」（第皿項）

　②被用者の共同決定権の要求一一r経営において，経済計画および社会構成

　　　の根本的な諸問題に関する被用者の共同決定権’が確保されるべきであ

　　　る」（第皿項）

　③経済の計画と管理　　「経済の計画と管理の任務は今後の長きにわたって

　　　かなりの範囲で必要である」・「この経済の計画・管理の任務は，経済
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
　　　会議Wirtschaftskammerにおける経済の自治団体によってなされるべ
　　　　　　　　　　（2）
　　　きである」（第w項）

これから解せるように，敗戦初期のC　D　Uアーレン綱領に代表されるカトリッ

ク社会理論においても基本的には，さきにみたような労働組合的志向と軌を一

にしていたことは明らかであろう。共同決定はやはり，経済改革の文脈でのみ

語られえたのである。ただし，こうした議論は，経済民主主義的理念といった

思考か一ら生みだされたのではなく，かつてのナチス的経済状況への反動として

浮かびあがってきたとみるべきであると思われる。

　しかしながら，上のような経済政策への視点は，1949年のC　DU／C　S　Uの

デュッセルドルフ原則で転換をとげる。すなわち，アーレン綱領第IV項でうた

われた経済の計画・管理化はいっさい排除され，いわゆる社会的市場経済
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
Sozia1e　Marktwirtschaft論が全面的に採用されたのである。したがってそこ

では，アーレン綱領の脈絡の中で位置づけられていた共同決定もその性格を変

化させだといってよい。デュッセルドルフ原則でもr企業家と被用者との関係

の根本的新秩序」の要求として共同決定の必要性はうたわれていたが，そこで

はかっての全体経済改革的な意義づけは失われ，個々の企業における「パート
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ナーシャフトPartnerschaft・業績達成共同体的結合1eistungsgemeinschaft－

hche　Verbund㎝heit・（企業家と被用者との）双方の責任beiseitigθVerant一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
WOrtung）・という意味で新たな協働を発展させる」ものとして位置づけられ

たにすぎなかった。

　こうしたカトリック陣営の変節は，経済政策の実践課題に直面した彼らの多

くが，新自由主義的政策論を取り込み，自陣営の経済政策の柱としたことによ
（5）

る。したがって以下では，かかる転換の思想的基盤となった新自由主義につい

て，とくに共同決定の問題と関わらせつつ，一瞥しておきたい。また，こうし

た考察を試みることは，前節で引用したポェックラー発言が，経済民主主義的

共同決定観と新自由主義的共同決定観とがその根本においていかに相互離反し
　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
ていたか，を強調したものであったことが解せるであろうし，その乖離が顕著

であればあるほど，経済民主主義論に依拠する共同決定論の性格がよりきわだ

った形であらわれてくるであろう。

　新自由主義の根底にあったものは，その最も代表的な論者オイケンの見解に

もとづけば，中央管理経済Zen七ra1verwa1tungswirtschaf七への根強い不信感で

あった。オイケンによれば，中央管理経済とは，ソヴェート型社会主義的経済

を指すにとどまらず，ナチス期のドイツ経済をも含むかなり幅の広い経済体制
　　（7）

である。その特質を一言でいえば，それは「一切の権力が集中された」中央指
（8）

導によって需要と供給とが均衡させられる言十画経済，といってよいであろう。

こうした思考は，国家という中央指導を介しての市場規制・管理を主張の柱に

据えた経済民主主義論と真向から対時しあう。そして新自由主義がかかる立場

に立っ以上，そこから経済民主主義的共同決定論に対して批判が出されるの．も

当然のことであった。

　そうした観点から共同決定に関する論客の中で，クリストマン＝クンツェに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
よってとくに「新自由主義者の中心」として位置づけられたポェームの議論を

みておく。1951年，新自由主義陣営の機関誌rオルドO　R　DO』に発表された
　　　　　（工。）

浩々たる論文において彼は，まず共同決定を「経済民主主義の思考から導き出
　　　　　（11）
されたもの」と捉えて批判の組上にのぼせた。その批判の核心は，経済民主主

義論の最大の問題点を，それが経済領域に属すべきものと政治領域に属すべき

ものとを混清させている，と把握したところにあるといえ乱この点は・つぎ

のよづに論じられている。経済民主主義の全体の構想の中心は「包括的な政治
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計画の理念」にあるのであって，r市場，すなわち国家が厳格な中立性をもっ

て原則的に監視するというもとでの自由な市場価格，による経済のコントロー

ルSteuerungという理念ではない」，換言すればそれはr消費者の自由で自発
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）
的な行動の総体による経済のコントロールではない」，と。したがってボェー

ムは，経済民主主義を論じるにあたり，さらに政治的権力の問題と政治体制の
　　　　　　　　　　　　　　　（13）
問題とについて論じねばならなかっれつまるところ，経済活動の主体が経営

と家計とで成り立つと想定された市場経済体制を，オイケン流に「流通経済
。、、。、h、、。i、。、、h，f。」として信奉する艘にとって，経駅主主義論とは，経済

過程を政治過程に編入しようとするようなr問題の混乱Mischungsprob1em」
をもたら字だけのものだったのである。基本的に，オイケンの中央管理経済へ

の「不信感」もこうした観点にもとづいていた。

　以上のような点からすれば一，労働組合の唱える共同決定論は，新自由主義者

にとって議論外にあったのも当然といえる。なぜならば，経済民主主義論の文

脈にある共同決定論は，とりもなおさず「共同決定の政治論」的意義しかもちえ

えなかったからである。新自由主義にとって，経済と政治とは俊別されるべき一

領域だったのである。したがって，もし新自由主義的発想の中で共同決定が政

策論化されうるとするならは，それは「共同決定の経済論」　　さらにいうな

らば，「市場経済メカニズムの申で機能する共同決定」　　としてだけ意義を

もつものでなくてはならなかったはずである。デュッセルドルフ原則でうたわ

れた共同決定の要求は，まさしくその綱領的表現にほかならなかった。

（註）

ω具体的に何を指すかは不明であるが，Wirtllhaftlka㎜lrは1111年から11年

　にかけてラインラントープファルツ州で暫定的・に設置されていた。これはヴァイ

　マル期における全国経済協議会と同じような機能を有していたことが，つぎの論

　稿において指摘されている。AntonFeHxNapp－Zim，Wirtschaftsr互teund

uberbetrieb1iche　Mitbesti㎜unginDeutsch1and，in＝W　Weddigen，1．

　Bd、，S，　119－138。

②Das　Ah1ener　Progra㎜，in＝JPeters，a．a．O．，S．81－91．

13〕A1fred・Grosser，Geschichte　Doutsch1ands　seit1945，8．Auf1．，MOn－

　chen1980．（山本　尤　他訳rドイツ総決算一1945年以降のドイツ現代史

　一』，ユ981年，238ぺ一ジ。）

14〕　K．Stonreither，a．a．O．，S．n6．

15〕Car1o　Mδtteh，Licht　und　Sch説ten　der　sozia1en　Marktwirtschaft，
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㈲

17〕

18〕

19〕

oo

仁1〕

l12〕

（13〕

ω

05〕
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Zurich1961．（向坂正夫，塚本　健訳『西ドイツ経済の光と影一エアハルトの

実験と成果　　』，1963年，23ぺ一ソ。）

　ボェックラー発言の中でとくに，r往々にして社会的と称される自由な市場経

済die　freie　Marktwirtschaft，die　sich　so’gerne　sozia1nemtでは共同

決定を許すような余地がない」という部分が端的にそれを物語ってい孔

　E砒h　Eucken　u，Pau1Hense1（Hrsg．），Wa1ter　Eucken，Grunds身tze

der　Wirtschaftspohtik，Tubingenユ952，S．62．（大野忠男訳『経済政策原理』

1967年。）

　Ebenda，S．71．

　A．Christmann　u．O．Kunze，1．Bd．，a．a．O．，S．56．

Franz　Bδhm，Das　wirtschaft1iche　Mitbesti㎜mgsrecht　der　Ar－

beiter　im　Betrieb，O　RD　O，Jahrbuch　fur　die　Ordnung　von　Wirt－

schaft　und　Gese11schaft，4．Bd．，1951．S，21－250．

　Ebenda，S．2ユ．

　Ebenda，　S．63．

　Ebenda，S．70－105．

　Ebenda，S．71，

　Ebenda，S．95．

W　共同決定論と共同決定制度　　理念と実際

　ところで，ヴァイマル期ADG　Bの経済民主主義論は，その理念に沿うよう

な諸要素を，当時の実態の中から拾い出して構成されたい一わば経験論であっ
（1）

た。そうであったからこそ，そこでの共同決定論も当時の事情を反映していた

という点で，きわめて現実的な政策論たりえた。したがって，戦後の共同決定

論が，労働組合め主張するような経済民主主義的政策論として何らかの有意味

性を保持するには，政策対象となるべき現実との距離が離れすぎていてはなら

ないであろう。現実と政策論の余りの隔たりは，その政策論を単なる理念の，

さらに，極端な場合にはユートピアの，世界にとどめてしまうのである。そこ

で以下では，共同決定制度化への経緯をたどることにより，叙上の点を確認し

たいと思う。

　戦後，労働組合が要求するような，労使同権的共同決定が導入された舞台と

なったのは，イギリス軍占領下のルール地方であった。非ナチス化政策の主要

な柱として同占領軍が最も積極的にとりくんだのは，同地方の鉄鋼生産部門の

コンツェルンを解体することであった。1951年に立法化されたモンタン型の労

使同権的共同決定は，このコーンツエルン解体政策に源流を発していた。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
　イギリス占領軍主導の共同決定権導入からモンタン共同決定法へと至る過程

は，2つの段階に分けて考えてよい。第1は1946年から47年にかけて，第2は

1g4g年以後立法成立期までである。かかる時期区分は，共同決定を制度化へと

向かわせた主体が何であったかを見定めた上での区分である。以下の行論で明

らかになるが，先取りしていっておけば，第1段階の主体はイギリス占領軍と

労働組合であり，第2段階の主体は1949年9月に発足した西ドイツ政府であ
（3）

る。

　第王段階について。この期間，イギリス占領軍政府は鉄鋼生産部門のコン

ツェルン解体のために，1946年8月に鉄鋼産業を接収，そしてr北ドイツ鉄鋼

管理委員会North　German’正ron　and　Stee1Contro1」とそのドイツ側受託団

体であるr北ドイツ鉄鋼管理委員会受託団体Treuhandverwa1七ung　im　Auftrag

der　North　Geman　Iron　and　Stee1Contro1」を設置し，「受託団体」に，コン

ツェルンの管理・廃止，コンツェルン解体一新秩序プランの完成，接収コンツ

ェルンの株式の受託管理，の任務を負わせた。かかる政策推進の一手段として

とられたのがほかならぬ労使同権的共同決定であった。すなわち，「受託団体」

と労働組合との2団体だけの話し合いにより，接収鉄鋼企業の監査役会におけ

る労使の同権的構成，ならびに労務担当取締役Arbeitsdirektorの選出に対す
る労働組合の介父が認められたのである。ただかかる進展の中で看過され

てはならないと思われるのは，両者問の話し合いにはコンツェルンの企業家が

まったく交じえられなかったことである。上述の共同決定導入が決定されたの

が1947年1月8日，その内容がコンツェルン側に伝えられたのが同月王7日，そ

してそれを知って驚いたグーテホフヌングスヒュッテ社Gutehoffnungsh砒te

Oberhausen　Aktiengese11schaf七のロイシュReusch，ヒルベァトHi1bert，なら

びにクロエックナー社K1δckner－WerkθAktiengesenschaftのヤーレスJarres
からの，共同決定を追認する旨を記した書留が労働組合に送付されたのが翌1。

　　　　（6）
日であった。

　第2段階について。この段階において特徴的であったのは，政府，企業家＝

使用者団体の側に，コンツェルン解体政策への激しい抵抗が生じたことである

私これは何よりもまず，当時のシューマン・プランと密接に関係していれ

ユ949年9月20日に発足した西ドイツ政府は，当面の課題として，まず第1に対

外的な国家主権を獲得すること，そして第2に，占領軍政策を弓1き継いでモン
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タン部門を管理下に置いていたr連合国高等弁務官会議A1herte　Hohe　Kom－

miSSiOn」とその下部機関の有した管理・命令権を解消すること，に直面してい

た。この2点はシューマン・プランに参加することによって解決されうると政

府は考えたのであった。こうしたシューマン・プラン参加の素地を固めるため

に，政府はコンツェルン解体政策に介入する姿勢を強め，結果としてかかる方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
策が旧コンツェルン復活への道を拓いたのである。

　歴史研究者トゥームは，第ユの段階であれほどまでにコンツェルン解体に執

着していた労働組合が，この段階に至って，そうした姿勢を崩すことによって

はじめてモンタン型労使同権的共同決定が成立したことを立証した。事実，

ユ950年8月，ボェックラーが首相アデナウアーと会談して以降，・労働組合は一

転して政府に協力的な態度をとり，シューマン・プラン参加への賛意を表明す
　　　　（8）
るに至った。彼の推断するところ，その理由は，労働組合がシューマン・プラ

ンに協力することにより，旧コンツエルンよりも政治的に優位た立場に立てる
　　　　　　　　　（9）
と判断したからである，と。かかる状況において，共同決定は，かつてのコン

ツェルン解体政策の脈絡から離れて単なる政治的取引材料になってしまい，い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1o）
わばその見返りとしてモンタン共同決定法が上程され，成立したのである。そ

の証拠に政府は，共同決定の一般的規制法たる経営協議会法Betriebsr砒ege－

sθtzを強行的に成立させたのであった。

　以上のような，近年になって再確認された史実が示唆していることは，第1

に，当初，コンツェルン解体政策＝私的独占市場解体政策を推進する一手段と

して導入された同権的共同決定が，のちに単なる政治的な思惑の中に取り込ま

れてしまい，結果的に当初の意図から乖離してしまったこと，第2．に，ここに

おいて，労働組合が主張していたような経済民主主義論的共同決定政策は，組

合みずからが当時の政治的情況の中に足を踏み入れることにより自壊していた

こと，である。とりわけ後者の点からすれば，モンタン共同決定法が成立する

以前の1950年8月の時点で既に労働組合は，従来からの共同決定論の政策論的

視角を実質的に放棄していたとみなすべきであろ㌔

（註）

11〕前掲拙稿「経済民主主義論の構造と論理」，参照。

121正式名称は，Gesetz衙ber　die　Mitbesti㎜mg．der　Arbeitnehmerin



共同決定の政策理念　　経済民主主義論と共同決定論 77

　den　Aufsichtsr身ten－und　Vorst査nden　der　Untemehmen　des　Bergbaus

　und　der　Eisen　und　Stah1　erzeugenden　Industrie1

13〕こうした段階区分の際の着眼点は，従来の共同決定制成立史といささか趣を異

　にする。モンタン共同決定法は労働組合のゼネストを背景に成立した事情もあ

　り，通説的には，労働組合の圧力による「勝利」として捉えられてきた（Z．B．

ErilhPotthoff，Dlr　Kampf　um　dil　Montan－Mitbllti㎜ung，KO！n
　1957．）。しかし，こういった種の説をくつがえす意図をもった研究書が最近にな

　って出版された。r労働組合勝利の神話」という挑戦的な副題をもった，Horst

Thum，Mitbesti㎜mginder　Montanindustrie．Der　Mythosvom
　Sieg　der　Gewerkschaften，Stuttgart1982．がそれである。本書は，広さに

　わたる文献の渉猟とそれらの批判的検討，そしてそれを踏まえての綿密な1次資

　料の収集と考証において，共同決定成立史の中でも最新にして，一頭地を抜いた

　ものと思われる。トゥーム自身は歴史家の目から，戦後からユ950年代初頭までを

　細かく時期区分して検証しているが，筆者はトゥームの実証から読みとった限り

　で共同決定の主体を確定し，2つの二［ホック・メーキングとなる時期をとり出し

　て時期区分を試みた。なお，以下の本論も，主にトゥームの立論にもとづいてい

　る。

ω　具体的には，監査役会はユエ名で構成され，うち企業家代表5名，被用者代表5

　名，「受託団体」より派遣の議長1名とすること，労務担当取締役Arbeitsdi－

　rektorは，経営協議会および労働組合の意向にもとづかない限り任命されえな

　いこと，である（H．Thum，a，a．O．，S．62－65．）。

15〕書簡全文は，エPeters，a．a．O．，S．79－81．に収録されている。

16〕H．Thum，a．a．O．．S．33－36．

（7〕　Ebenda，S．　56－61．

18〕　Ebenda，S．1O1一ユ03．

19〕　Ebenda，S．99．

口O〕　Ebenda，S．93Lg7．

　　帰結と若干の展望

　以上のような共同決定をめぐる理念，および理念と現実との考察から，いち

おうっぎのような点を確認しておきたい。

　第1は，戦後になって経済民主主義稀が，労働組合により，ヴナイマル期の

理念そのままに再生されたことである。したがって，共同決定の理念もその枠

組みの中でのみ位置づけられていた。

　第2に，戦後労働組による共同決定論の現実的基盤は，当初，ルール地方の

の鉄鋼生産部門だったのであり，イギリス占領軍のコンツェルン解体政策とい

ういわば市場規制策において経済民主主義論と通底し合っていた。
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　第3に，しかし，シューマン・プランと連動したコンツェルン復活の動きの

中で、かつてめコンツェルン解体政策が後退すればそれだけ，労働組合の意図

していた経済民主主義論的文脈の中での共同決定は，その意図から遠ざからざ

るをえなかった。つまりそこにおいて共同決定は，占領軍と労働組合とが手を

とり合って推進してきたコンツェルン解体政策の制度的残津にすぎなくなって

いたのである。とすれば，かかる制度的残澤の立法化こそが1951年のモンタン

共同決定法だったといってよい。その背後には，労働組合に対し，以前より厳

しい枠をかぶせた経営協議会法が控えていたのである。

　第4に，したがって，こうした状況下での共同決定の有する意味は，企業に

おける被用者の監査役会への参加としてしか意味をもちえない。経済民主主義

論で想定していたような，全体経済レヴェルにかかわるような共同決定の枠組

みは成り立ちえなくなるのである。

　かかる確認から，とりあえずのところ，以下のような帰結が導き出されてよ

いであろう。共同決定ρ理念的基礎は，もはや経済民主主義論にもとめられる

ものではない。今日でも共同決定の思想的源流とされることの多い経済民主主

義論的共同決定論は，すでに労働組合が政治的打算からシューマン・プランに

賛同を示した時点で，みずからその命を絶ったというべきである。したがっ

て，第I節で述べたようなr共同決定の連続的視点」は，そのr視点」と産史

的・現実的な次元との乖離が余りにもはなはだしいために，Paro1eとしてなら

ばともかく，政策論として再構成され，有益な分析視角を提供することはもは

や期待できないと思われる。以上である。

　最後に本稿をしめくくるにあたり，これまでの考察から導き出される若干の

展望を記しておきたい。

　第1は，経済民主主義論的視角からの共同決定論のその後の展開に関してで

ある。既に考察した点からいえることは，経済民主主義論の文脈の中で語られ

た共同決定が現実の制度化の中で有意味性をもたなくなったと・き，理念と実際

とは齪齪をきたさざるをえなくなるということである。この時点において，か

の理念の担い手は，従来の共同決定論の枠組みの再考を迫られるに至るであろ

う。

　第2は，第1の点のより一般的な問題として，共同決定を政策論化すること

に関してである。ある視角から構成された政策論が有効であるか否かは，それ
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が実態をどれだけ説明しうるか，あるいはしえないか，にかかってい乱ただ

し，経済民主主義論から導き出された共同決定論が，今日の実態に即していな

いからといって，無意味なものとしてすぐに切り捨てられることは許されない

であろう。なぜならば，実態を説明しえないことが解せることによって，その

実態は以前よりもより輪郭がはっきりしたものとなってわれわれの前に立ちあ

らわれるからである。このような点から第皿節で触れた新自由主義的共同決定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
論や，他のさまざまな観点から意義づけが試みられている共同決定論を検証す

ることも必要になるであろう。

（註）
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